
令和６年第１１回定例公安委員会会議録 

開 催 日 時  　令和６年５月１６日（木）午前１１時１２分～午後３時１３分

開 催 場 所    警察本部

第１　定例会議 

 

　１　開催時間  　午後１時３２分～午後２時１２分　 

 

　２　出席者 

                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公安委員会　衣笠委員長　　勝部委員　　久本委員 

       

警察本部　　野村警察本部長　　　森本警務部長　　　宮田首席監察官　　　

細田生活安全部長　　前田刑事部長　　　山本交通部長　　　　

 樋口警備部長　　　　濵本警察学校長　　坂口情報通信部長

 　　　　　　吉村警務部参事官

 

            　　（事務局等～岩城公安委員会補佐室長、総務課員） 

 

 

　３　議題事項 

  

      交通規制の議決（第１期）（交通部） 

 

　　警察本部 

  　　本件は、本年５月２８日に米子市米原２丁目地内にＭＥＧＡドン・キホーテ米

子店が開店することに伴う交通規制として、４か所１区間の合計５件を上申する

ものである。 

　　　まず、市道廃止に伴う交通規制の廃止について、ＭＥＧＡドン・キホーテ米子

店北側の市道については、現在一方通行の規制が敷かれているが、店舗の土地と

交換され、敷地内通路となり、市道が廃止されるため、同市道に表示されている

横断歩道とともに一方通行の規制を廃止する。また、店舗西側を南北に走る市道

に面する店舗の土地については、歩道として整備される予定となっている。 

　　　次に、一灯点滅式信号機の廃止と一時停止規制の新設についてであるが、ＭＥ

ＧＡドン・キホーテ米子店直近に位置する一灯点滅式信号機は、必要性が低下し

たことから廃止し、併せて、交通対策として、一灯点滅式信号機の赤点滅信号が

表示されている側の従道路に一時停止規制を新設するものである。 



　ＭＥＧＡドン・キホーテ米子店が開店し、交通量が増加することが予想される

が、一灯点滅式信号機による運用を続けるより、一灯点滅式信号機を廃止して一

時停止規制に切り替えた方が、ドライバーにとっては規制が分かりやすいため、

 付近の安全性が向上することが期待される。　

 

    委員　 

　　   ＭＥＧＡドン・キホーテ米子店開店に伴い、人通り・車両の通りともに増加が

 予想されることから、スムーズに対応を進めていただきたい。

　　　 

  　委員 

      一灯点滅式信号機の廃止と一時停止規制の新設について、理解した。付近道路

 が狭いため、しっかりとした交通整理等をお願いする。

　　　営業時間について、深夜時間帯の営業もあることから、青少年育成の面で心配

 なところである。そういった観点でも対応をお願いする。

 

    委員 

　　　住民の方の理解が得られており、今回上申された交通規制の廃止・新設により、

より安全な道路交通となることがよく分かる。相当な混雑が予想され、警備員が

配置されるということであるが、特にオープン当初は住民の方とのトラブルがな

いようにお願いする。   

　　　 

 

　４　報告事項 

 

　   ○公文書開示請求等の状況（令和６年１月～３月）（警務部） 

 　　○令和５年度の会計監査実施結果（警務部）

 　　○警察署代表電話等への音声ガイダンスの運用開始（警務部）

     ○ゴールデンウィーク期間中の雑踏警備及び大山春山パトロール（生活安全部）

                                                        

　（１）公文書開示請求等の状況（令和６年１月～３月）（警務部） 

 　　　

    警察本部 

  本年１月から３月の公文書開示請求について、公安委員会宛ての開示請求はな

かった。警察本部長宛ての開示請求は２３件であった。警察本部長宛ての開示請

求案件２３件のうち、３件は対象公文書が不存在であり、その旨を請求人に口頭

回答した結果、請求を取り下げた。残り２０件については、重複計上があるも、

 全部開示が４件、部分開示が１４件、不存在が５件の決定をしている。

　本年１月から３月の保有個人情報開示請求について、公安委員会宛ての開示請

求はなかった。警察本部長宛ての開示請求は６件であった。対象公開文書は６件



 とも相談処理簿となっており、全て部分開示の決定をしている。

 　引き続き、法律及び条例に基づき、適切に対応していく。

　　 

    委員　 

  法律等に従い、適切に対応していただいていることが理解できた。引き続き、

 よろしくお願いする。

 

  　委員 

       それぞれ適切に対応していただいている。今後もよろしくお願いする。

 

    委員 

　開示請求については、県民の権利であり、特にその理由は問わないということ

であることから、引き続き丁寧な対応をお願いする。   

 

   （２）令和５年度の会計監査実施結果（警務部）

 

    警察本部 

  　　令和５年度の会計監査について、令和５年５月から令和６年１月にかけ、延べ

４０日、３８所属に対して実施した。対象年度は、令和４年度及び令和５年度で

あり、監査体制は本部長以下１１人及び捜査費等指導担当者９人の、延べ２０４

人であった。会計監査では、捜査費の取扱者、取扱補助者、中間交付者及び実際

に捜査費を執行する捜査員からの聞き取り調査を延べ１２０人に対し行い、併せ

 て捜査費の適正執行に係る巡回教養についても実施した。

　　　契約関係、捜査費及び旅費を重点項目とし、その他、支出等関係文書の管理、

郵券、収入印紙及び前渡資金を含む保管金に関する事項について監査を実施した。 

　　　ほとんどの所属において適正に処理されていたが、一部の所属において、旅費

の支給手続の遅延や支給誤り等の改善すべき点が見受けられた。これらについて、

 速やかに改善措置を講じるよう指示した。

　　　令和４年度に実施した会計監査における指導事項が８件あったが、検証した結

 果、各所属の是正措置が確認された。

　　　本年度の監査方針については、令和５年度の会計監査実施結果を踏まえ、捜査

費の適正な執行及び保管管理、契約事務における手続の合規性、契約内容に基づ

いた進行管理及び適切な検査実施、並びに旅費の適正支給について実施していき

たいと計画を立てているところである。　 

　             

    委員　 

    　適正に監査されており、誤りが見えてきているということであり、今後もしっ

かり取り組んでいただきたい。   

 



  　委員 

　　　ほとんどの所属において適正に処理されていたということで、大変良いと思う。 

　　　捜査費の執行に関し、必要なところには支出を認めるなど、捜査員のモチベー

 ションが下がらないような対応をお願いする。

              

    委員 

  　   １円でも公金となることから、細かな入出金をきっちり上げていくことが大事

 だと思う。そういった観点での管理についてお願いする。

 　　

   （３）警察署代表電話等への音声ガイダンスの運用開始（警務部）

    

    警察本部    

　　　音声ガイダンスは、外線着信時に機械音声で自動応答し、架電者が案内に応

じた番号を選択押下し、設定された内線番号に電話が転送されるものである。 

　　　県警察への導入の目的として、架電者が用件に応じて担当係を選択すること

が可能となり、重複説明の回避等の利便性の向上のほか、電話交換業務を行う

警察署警務課員の業務の合理化、効率化及び当直業務への専念等が挙げられる。 

　　　運用は本年４月１日から、県下全警察署、東部・中部・西部の各運転免許セ

ンター、警察本部庁舎の総合相談電話で行っている。 

　　　警察署については、２４時間運用で、執務時間内は架電者が案内に応じた番

号を選択することで、担当係の内線番号に転送される。執務時間外は自動応答

の後、当直員に転送される。また各運転免許センター、総合相談電話について

は、執務時間外のみの運用で、受付時間の教示等を行っている。 

　　　結果として、代表電話利用者から自動音声化に関する苦情等は受理していな

い。運用開始後、事案対応が遅れたというような事態も把握していない。また、

電話交換業務を行う警察署警務課員の取扱件数が約３割減少するなどの効果が

確認できている。 

　　　今後も、県民の皆様の利便性向上、職員の業務の合理化、効率化の検証を行

いながら、本運用を効果的に推進していきたいと考えている。 

 

    委員 

    　架電者にとって、音声ガイダンスのメリットは大きく、業務も効率的に行えて

いるということで大変良いと思う。   

 

　　委員 

  　　音声ガイダンスに関して、時代の流れでもあり、その業務をする側の人にとっ

ては、非常に業務の効率化・負担の軽減に関する効果が大きく、必然的な流れだ

と思う。自動音声化に関する苦情等の受理がないということであり、今後も必要

に応じて修正を行いながら運用を続けていただきたい。   



 

    委員 

      民間では音声ガイダンスが進んでいる一方で、警察という組織上、かなり慎重

に進められたのかと思う。その結果、苦情等がないということで、業務の効率化

 も図られ、非常に良いと思う。

                          

   （４）ゴールデンウィーク期間中の雑踏警備及び大山春山パトロール（生活安全部）

 

    警察本部 

　　   今年は、新型コロナウイルス感染症が感染症法の５類に移行してから、初のゴ

ールデンウィークで、天候にも恵まれ、県内各所の観光地において、昨年を上回

る人出となった。 

　　　行楽地の人出を昨年と比較すると、鳥取砂丘が約５万４，０００人増加のプラ

ス４１パーセント、青山剛昌ふるさと館が約３，６００人増加のプラス２４パー

セント、水木しげるロードが約４万６，０００人増加のプラス２６パーセントと、

それぞれ大きく増加している。警察の活動としては、それぞれの観光地を管轄す

る警察署において、随時パトロールや立ち寄り警戒を実施しており、期間中の行

 楽地やイベントで大きな事件や事故の発生はなかった。

　　　次に、大山春山パトロールについてであるが、ゴールデンウィーク期間中、山

岳遭難が２件発生した。遭難者は病院搬送されたが、いずれも重篤な事態には至

っていない。ゴールデンウィーク期間中の登山者数については、令和５年と比較

し、約８１０人、約３５パーセント増加した。大山春山パトロールについて、４

月２７日に、琴浦大山警察署大山寺駐在所で出発式を行った後に、南光河原駐車

場・大山寺の山道等において、登山届の提出・安全な登山の実施についての広報

を行うとともに、夏山登山道を山頂まで登り、パトロールを実施した。パトロー

ルを実施した４月３０日から５月６日までの休日及び祝日の合計７日間におい

 て、事案に応じて負傷者の搬送、付き添い下山等を行った。

　　　今年の大山夏山開きは６月２日に行う予定であり、本格的な夏山シーズンに入

り、対応を要する案件の増加が見込まれる。今後も、広報・訓練により、的確に

 対応していく所存である。

　　   　　

　　委員 

      連休中の対応については、人の動きを分析し、動くことが大切だと感じる。今

年手薄だったところがあれば、しっかり分析していただき、来年の対応を検討し

 ていただきたい。

    

    委員　 

    　しっかりと準備をした上で、パトロール等を行っていただいたことにより、平

和なゴールデンウィークとなり、感謝している。６月２日に大山が山開きをする

ということであり、登山ブームに伴い登山者の増加が予想されることから、今後



も対応をお願いする。   

    　　　   

    委員　　    

      主要な観光地で来県者が増えたということであり、非常に有り難いことであっ

た。その中で、事件事故がなかったことは当たり前のことではなく、鳥取県警察

 職員の努力があってこそだったと思う。大変感謝している。

 

 　

第２　その他の公安委員会活動    

 

　１　意見の聴取 

      運転免許課から、道路交通法に基づく意見の聴取３件について、事案概要、処

　　分理由、当事者の陳述要旨、基本量定等を詳細に聴取し量定を決定した。 

 

 

　２　聴聞 

      運転免許課から、道路交通法に基づく聴聞２件について、事案概要、処分理由、

　　当事者の陳述要旨、基本量定等を詳細に聴取し量定を決定した。 

 

 

   ３　事前説明

    ・交通規制の議決（第１期） 

　　・警察署代表電話等への音声ガイダンスの運用開始 

 

 

　４　報告事項 

　　・年間業務実績優秀警察署表彰の廃止について　 

    ・監察報告 

    ・業務目標説明 

 

  

　５　決裁 

　　・犯罪被害者等給付金支給裁定申請の取下げ 

 

 

　６　公安委員会委員間の事前検討・協議等 

 

 

  ７　公安委員会補佐室からの事務連絡等 

　　　公安委員会補佐室から当面の行事予定等について確認と説明があり、了承した。


